
今治市№1404-②今⑩(H16.12.15) 

   今治市防犯灯電気料金補助金交付要綱 

平成17年１月16日 

要綱第101号 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の夜間における犯罪防止及び交通の安全を確保するため、道路、広場

等に防犯灯を管理している自治会等（以下「管理者」という。）に対し、予算の範囲内において

当該防犯灯に係る電気料金の一部を補助するため、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「防犯灯」とは、四国電力株式会社又は中国電力株式会社が電気供給

約款に基づき、公衆街路灯と認定したもののうち、照明用として設置されたものとする。 

 （補助額） 

第３条 補助金の額は、防犯灯に要した電気料金相当額に９/10を乗じて得た額（１円未満の端数

切り捨て）とする。 

 （補助金の交付申請及び請求） 

第４条 管理者が補助金の交付を受けようとするときは、当該年度の２月１日から同月末日まで

の期間に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると

認めるときは、この限りでない。 

 (１) 防犯灯電気料金補助金交付申請書兼請求書（別記様式第１号）  

 (２) 前年の１月から12月分の電気料金の領収書又は電気料金口座振替済み通知書等 

 （補助金の交付） 

第５条 市長は、前条の規定による申請書兼請求書を受理したときは、その内容等を審査し、適

当と認めたときは、補助金を交付するものとする。 

２ 市長は、審査の結果、補助金の交付が不適当であると認めるときは、その旨を防犯灯電気料

金補助金不交付決定通知書（別記様式第２号）により申請者に通知するものとする。この場合

において、前項の規定により提出された請求書は、その提出がなかったものとみなす。 

 （補助金の返還） 

第６条 市長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助

金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金を返還させることができる。 

 (１) この要綱に違反したとき。 

 (２) この要綱に基づいて提出した書類等に虚偽の記載があったとき。 

 (３) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

 (４) 前３号に掲げる場合のほか、不正な行為があったと認められるとき。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成17年１月16日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今治市防犯灯電気料金補助金交付要綱の規定に

よりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。 

   附 則（平成27年３月30日今治市要綱） 

 この要綱は、平成27年４月１日から施行し、改正後の今治市防犯灯電気料金補助金交付要綱の

規定は、同日以後の補助金の交付の申請に係るものについて適用する。 

附 則（令和３年３月31日今治市要綱） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年２月26日今治市要綱） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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受付印 

別記様式第１号（第４条関係） 

上記金額を下記の口座に振り込んでください。 

口座振替 

金融機関名    

         銀行 

         金庫 

農協 

支店 

   支所 

出張所 

口座名義人 

 

 

フリガナ 

 

 

預金種別 

普通 ・ 当座 

 

口座番号 

 

 

請求者と振込名義が異なる場合は委任状をお願いします。 

委  任  状 
  年  月  日 

上記金額の受領に関する権限を下記の者に委任します。 

                 委任者   住所  

                          自治会名  

                          氏名                   

                 受任者   住所  

                          自治会名 

                      氏名   

防犯灯電気料金補助金交付申請書兼請求書 
（宛先）今治市長      年  月  日 

 

住  所                 

 

自治会名                 

 

氏  名                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(連絡先) 
 

 年度防犯灯電気料金補助金を受けたく、今治市防犯灯 

電気料金補助金交付要綱第４条の規定により申請します。 

また、交付決定となったときには、本状をもって請求します。 

 

 

 

 

           

    

補助申請内訳  受付番号 第   号 

防犯灯電気料金１月分から１２月分 

補助申請額 

 （請求額） 

  百 十 万 千 百 十 円  
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別記様式第２号（第５条関係） 

今治市指令記号第     号  

 

住所 

自治会名                   

氏名                様  

 

防犯灯電気料金補助金不交付決定通知書 

 

     年  月  日付け申請のあった防犯灯電気料金補助金について、次の理由により交

付しないことと決定したので通知します。 

 

 

 年  月   日  

今治市長          印  

 

【 交付しない理由 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


